
平 成 26 年 度 市 県 民 税 の 主 な 改 正 事 項
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地域の課題を話す参加者

お問い合わせは、市民税課☎948-6291～6298・ 934-1802へ

　市県民税均等割の標準税率が改正されます

　給与所得控除の上限額が設定されます

　東日本大震災を踏まえて、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を
確保するため、地方税法の特例が定められました。
　これにより、平成26年度から35年度までの間に限り、市民税・県民税均等割の標準税
率にそれぞれ500円ずつ、計1,000円が加算されます。

　給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上
限額が設けられます。（給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得
控除額を控除した金額とされており、給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じた一
定の算式により算定されます。）

均等割 改正前

市民税 ３，０００円

県民税※ １，７００円

合計 ４，７００円

改正後
（平成26年度から35年度まで）

３，５００円

２，２００円

５，７００円

加算額

５００円

５００円

１，０００円

＋ ＝

※県民税均等割額には「森林環境税700円」を含みます

給与等の
収入金額
（Ａ）

給与所得控除額

改正前 改正後

1,000万円超
1,500万円以下

A×5% +170万円

A×5% +170万円

1,500万円超 245万円

【給与所得控除額（給与等の収入金額が1,000万円超の場合）】

　平成23年分の所得から、公的年金等の収入
金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係
る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
場合には、税務署へ確定申告書を提出する必
要がなくなりました。（ただし所得税の還付
を受ける場合は、確定申告が必要です。）

【事例】
①�「公的年金等の源泉徴収票」に未記載の社
会保険料控除や扶養控除などを市県民税で
受ける場合
　�（平成25年分から、公的年金等の扶養親族
等申告書でも寡婦〈寡夫〉の申告が可能と
なりました。）
②�医療費控除、生命保険料控除、地震保険料
控除などを市県民税で受ける場合
※�公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が
20万円以下の場合でも市県民税の算定のた
め申告が必要な場合があります

　�　該当する人は市県民税の申告を
お願いします。
　なお必要書類を添付して、郵送で申告する
こともできます。詳細はお問い合わせください。
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